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○堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会規則 

平成２５年３月１９日 

規則第１５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、堺市附属機関の設置等に関する条例（平成２５年条例第４号。以下「条

例」という。）第７条の規定に基づき、堺市地域密着型サービス等事業者選定等審査会（以

下「審査会」という。）の組織及び運営について必要な事項を定める。 

（平３０規則３７・一改） 

（委員の構成） 

第２条 条例第３条第２項に規定する委員は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定

める範囲内で委嘱し、又は任命するものとする。 

(1) 学識経験者その他保健福祉事業に関し優れた識見を有する者 ６人以内 

(2) 長寿社会部長の職にある者 １人 

(3) その他市長が適当と認める者 ３人以内 

（委員長） 

第３条 審査会に委員長を置き、委員のうちから前条第２号に掲げる者をもって充てる。 

２ 委員長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

（会議） 

第４条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、必要に応じて委員長が招集し、委員長

がその議長となる。 

２ 審査会は、委員（議事に関係のある特別委員を含む。次項及び第４項において同じ。）

の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席委員（議長を除く。）の過半数で決する。 

４ 委員は、自己、配偶者又は３親等内の親族が選定の対象となる団体の役員その他これに

類する地位にある場合又は当該団体と直接の利害関係にある場合は、当該団体に係る議事

に加わることができない。 

（会議の特例） 

第５条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむ

を得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取
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し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。 

（令３規則１７・追加） 

（関係者の出席） 

第６条 委員長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意

見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（令３規則１７・旧第５条繰下） 

（会議の非公開） 

第７条 会議は、非公開とする。 

（令３規則１７・旧第６条繰下） 

（会議録） 

第８条 委員長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。 

(1) 会議の日時及び場所 

(2) 会議に出席した委員、特別委員及び専門委員の氏名 

(3) 議事の内容 

(4) 前３号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項 

（令３規則１７・旧第７条繰下） 

（守秘義務） 

第９条 審査会の委員、特別委員及び専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならな

い。その職を退いた後も同様とする。 

２ 第６条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはなら

ない。 

（令３規則１７・旧第８条一改・繰下） 

（庶務） 

第１０条 審査会の庶務は、介護事業者課において行う。 

（令３規則１７・旧第９条繰下） 

（委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、委員長が審

査会に諮って定める。 

（令３規則１７・旧第１０条繰下） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成３０年３月３０日規則第３７号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月２６日規則第１７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 


